
目

次

公
安
委
員
会

○
青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
交
通
企
画
課
）
…
一

公

安

委

員

会

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

成

田

晋

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
表
中

「

を
「

に
改
め
る
。

」

」

第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

運
転
者
の
区
分

警
察
署
長

法
第
九
十
二
条
の
二
備
考
一
の
二
、
一
の
三

又
は
一
の
四
に
定
め
る
者

む
つ
警
察
署
長
、
五
所
川
原
警
察
署
長
、
八

戸
警
察
署
長
、
十
和
田
警
察
署
長
又
は
三
沢

警
察
署
長

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
定
め

る
講
習
を
受
講
し
た
更
新
期
間
が
満
了
す
る

日
に
お
け
る
年
齢
が
七
十
歳
以
上
の
者

全
警
察
署
長
（
青
森
警
察
署
長
、
青
森
南
警

察
署
長
、
外
ヶ
浜
警
察
署
長
、
大
間
警
察
署

長
、
弘
前
警
察
署
長
及
び
板
柳
警
察
署
長
を

除
く
。
）

令
第
三
十
七
条
の
六
第
二
号
に
該
当
す
る
者

第
二
条
第
三
項
第
三
号
中
、
「
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
警
察
署
長
」
を
「
む
つ
警
察
署
長
、
五
所
川
原
警
察
署
長
、
八
戸
警
察
署
長
、
十
和
田
警
察

署
長
又
は
三
沢
警
察
署
長
」
に
改
め
、
同
号
の
表
を
削
る
。

別
表
第
二
中
「
八
戸
市
大
字
櫛
引
字
長
平
六
番
地
二
」
を
「
三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
柄
貝

岩
手
県
境
」
に
、
「
三
戸
郡
階
上
町
大
字
道
仏
字
鹿
糠
八
番
地
八
」
を
「
八
戸
市
大
字
櫛
引
字
長
平

六
番
地
二
」
に
、

「

を
」

「

に
、

」

青
森
県
報
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住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
長

（
青
森
警
察
署
長
及
び
弘
前
警

察
署
長
を
除
く
。
）
、
む
つ
警

察
署
長
又
は
八
戸
警
察
署
長

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
長

（
弘
前
警
察
署
長
を
除
く
。
青

森
警
察
署
長
は
平
内
交
番
の
事

務
に
限
る
。
）
、
む
つ
警
察
署

全
警
察
署
長
（
青
森
警
察
署

長
、
青
森
南
警
察
署
長
、
外
ヶ

浜
警
察
署
長
、
大
間
警
察
署

長
、
弘
前
警
察
署
長
及
び
板
柳

長
又
は
八
戸
警
察
署
長

警
察
署
長
を
除
く
。
）

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
長

（
青
森
警
察
署
長
及
び
弘
前
警

察
署
長
を
除
く
。
）
、
む
つ
警

察
署
長
又
は
八
戸
警
察
署
長

一
般
国
道
三
百
三
十
九
号

青
森
県
五
所
川
原
市
字
下
平
井
町
四
十
二
番

地
二
か
ら

青
森
県
五
所
川
原
市
大
字
太
刀
打
字
柳
川
二

百
六
十
六
番
地
三
ま
で

一
般
国
道
三
百
三
十
九
号

青
森
県
五
所
川
原
市
字
下
平
井
町
四
十
二
番

地
二
か
ら

青
森
県
五
所
川
原
市
大
字
太
刀
打
字
柳
川
二

百
六
十
六
番
地
三
ま
で

一
般
国
道
三
百
四
十
号

青
森
県
八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
力
石

岩

手
県
境
か
ら

青
森
県
八
戸
市
大
字
新
荒
町
四
十
一
番
地
二

ま
で

号
外
第
三
十
五
号

令
和
三
年三

月
三
十
一
日

（
水
曜
日
）



「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

別
記
様
式
第
三
号
か
ら
別
記
様
式
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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県
道
後
平
青
森
線

青
森
県
上
北
郡
七
戸
町
字
後
平
七
百
三
十
八

番
地
二
か
ら

青
森
県
上
北
郡
七
戸
町
字
志
茂
川
原
三
百
二

十
番
地
一
ま
で

県
道
後
平
青
森
線

青
森
県
上
北
郡
七
戸
町
字
後
平
七
百
三
十
八

番
地
二
か
ら

青
森
県
上
北
郡
七
戸
町
字
志
茂
川
原
三
百
二

十
番
地
一
ま
で

県
道
妙
売
市
線

青
森
県
八
戸
市
根
城
一
丁
目
一
番
七
号
か
ら

青
森
県
八
戸
市
大
字
売
市
字
売
市
八
十
四
番

地
ま
で

市
道
野
木
酸
ヶ
湯
線

青
森
県
青
森
市
大
字
合
子
沢
字
松
森
三
百
七

十
二
番
地
一
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
野
木
字
山
口
百
六
十
四

番
地
三
十
九
ま
で

市
道
野
木
酸
ヶ
湯
線

青
森
県
青
森
市
大
字
合
子
沢
字
松
森
三
百
七

十
二
番
地
一
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
野
木
字
山
口
百
六
十
四

番
地
三
十
九
ま
で

市
道
流
通
団
地
線

青
森
県
青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
三
十
七
番

地
三
十
一
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
三
十
七
番

地
七
百
二
十
六
ま
で

市
道
野
木
二
号
線

青
森
県
青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
六
十
一
番

地
四
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
四
十
三
番

地
四
ま
で

市
道
野
木
二
号
線

青
森
県
青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
六
十
一
番

地
四
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
四
十
三
番

地
四
ま
で

市
道
野
木
三
号
線

青
森
県
青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
三
十
七
番

地
七
百
五
か
ら

青
森
県
青
森
市
大
字
野
木
字
野
尻
三
十
七
番

地
六
百
九
十
五
ま
で
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別
記
様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
八
号
及
び
別
記
様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）4青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



別
記
様
式
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）5 青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



別
記
様
式
第
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）6青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



別
記
様
式
第
二
十
号
の
六
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
二
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）7 青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



（ ）8青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



（ ）9 青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



別
記
様
式
第
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）10青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



別
記
様
式
第
二
十
六
号
か
ら
別
記
様
式
第
三
十
一
号
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）11 青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



（ ）12青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



（ ）13 青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



（ ）14青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



（ ）15 青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



（ ）16青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



別
記
様
式
第
三
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
五
号
及
び
別
記
様
式
第
三
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）17 青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



別
記
様
式
第
三
十
七
号
か
ら
別
記
様
式
第
四
十
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）18青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



（ ）19 青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



（ ）20青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



（ ）21 青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



（ ）22青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



別
記
様
式
第
四
十
七
号
か
ら
別
記
様
式
第
五
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）23 青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



（ ）24青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



（ ）25 青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



（ ）26青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



別
記
様
式
第
五
十
二
号
か
ら
別
記
様
式
第
五
十
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）27 青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



（ ）28青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



（ ）29 青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
青
森
県
道
路
交
通
規
則
に
定
め
る
様
式

に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（ ）30青 森 県 報 号外第35号令和３年３月31日 水曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
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・
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・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


